
 

岡谷市不妊及び不育症治療費等助成事業（こうのとり支援事業）について 

岡谷市役所健康推進課 

岡谷市では、不妊治療又は不育症治療を受けているご夫婦に治療費の一部を助成しています。 

 

１、補助対象の条件（次のいずれにも該当する方） 

  １）夫婦（原則、法律婚を対象としますが、事実婚関係にある方も対象とします） 

  ２）夫婦の双方または一方が、申請日の 1年以上前から岡谷市に住所を有している 

  ３）市税を滞納していない 

  ４）医療保険に加入している 

  ５）妻の年齢が４３歳未満 （※不育症治療は年齢制限なし） 

  ６）他の地方公共団体等からこの要綱に基づく助成と同様の助成を受けていないこと 

 

 ２、補助対象経費 

   不妊及び不育症治療に要した医療費の自己負担分 

・一般不妊治療（保険適用、適用外） 

・生殖補助医療（保険適用） 及び 

   長野県不妊治療（先進医療）費用助成事業実施要綱の認める先進医療 

・長野県不育症検査費用助成事業及び不育症治療支援事業実施要綱の認める不育症検査及び 

不育症治療 

※不妊検査については、県助成事業の対象分は除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8年度 

３、補助金額・期間・申請期限 

補助率・・・ 対象となる経費から、高額療養費やご加入の健康保険組合等による付加給付の給付を受

けた場合は、給付を受けた額を差し引いた金額、及び「長野県不妊治療（先進医療）費

用助成事業」または「長野県不育症治療支援事業」の交付を受けた方は、交付額を差し

引いた金額の 1/2 以内（１円未満の端数切り捨て） 

金額・回数・・一般不妊治療：１年度あたり１回助成 上限なし   

          初回申請年度から連続する３年度まで 

 ※出産した場合、妊娠して12 週以降に死産に至った場合はリセットすることが 

できます。 

※年度内に受けた治療は、まとめて申請してください。 

生殖補助医療：1回あたり１０万円以内 

保険適用分の一連の治療につき１回とし、保険適用された回数を限度とする。 

４０歳未満 ：１子につき６回 

４０～４３歳：１子につき３回 まで 

※保険適用の治療と併用して実施した先進医療を含む。（県の助成対象者のみ） 

不育症治療：県助成対象者 １回あたり 5 万円以内  

申請期限・・・一般不妊治療  治療年度内に申請 

       生殖補助医療  治療終了日（※）の翌日から起算して６か月以内 

               ※妊娠の確認の日（妊娠の有無は問いません）または、 

医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日 

不育症治療   治療終了日の翌日から起算して９０日以内 

 

 

 



 

４、申請の流れ   

   

★窓口負担額を抑えるため、マイナ保険証での受診や限度額適用認定証の交付申請をお勧めします。 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

※申請後、助成金支給手続きが整いましたら、「岡谷市不妊及び不育症治療費等助成事業助成金交付決定兼 

確定通知書（様式第４号）」にて助成金額をお知らせし、ご指定の口座へ支給いたします。 

※お預かりした領収書は、決定兼確定通知と一緒にお返しします。 

 

 

Ⅰ．事前協議票の確認 

①当該年度の初回申請時 

「事前協議」に関する書類等を 

健康推進課に提出してください。 

 

Ⅰ．事前協議票の確認 

②当該年度の 2 回目以降の申請時 

「事前協議」に関する内容を電話、

窓口にて確認します。変更点がある

場合は、お申し出ください。 

Ⅱ．事前協議後、手続きに必要な

書類をお渡しします。 

Ⅲ. Ⅱの書類に必要事項を記入していただき、健康推進課まで提出してください。 

※生殖補助医療については、治療終了日の翌日から６か月以内に申請 

不育症治療については、 治療終了日の翌日から９０日以内に申請 

一般不妊治療については、治療年度内に申請 

   ※医師等に記入していただく書類は日数や別途料金がかかることがあります。 

事前にご確認ください。 

Ⅳ. 高額療養費、付加給付額の確認 

※給付決定後、決定額が分かるもの 

（決定通知書、通帳のコピー等）を岡谷市へ提出 

交付決定 



５、必要な書類 

 ＜事前協議時＞ ※２回目以降は変更のある時のみ提出してください。 

 書類名 説明 

①  岡谷市不妊及び不育症治療費等助成事業  

事前協議票 

事前に条件を確認する書類となります。 

申請者の方がご記入ください。 

②  健康保険資格が確認できるもののコピー 治療を受けられた方のものが必要となります。 

夫婦双方の治療の場合は２人分必要です。 

③ 住民票の写し 

※事前協議票にて、住民基本台帳情報の確認に同意

された方は省略できます。（ご本人の自署に限る） 

市民生活課で発行できます。（1世帯 300 円） 

「世帯全員分、続柄有」で申請してください。   

（写しをコピーしたものでも構いません） 

④ 長野県助成事業の受診等証明書のコピー 長野県の不妊治療（先進医療）費用助成事業又は不育症治

療支援事業の助成を受けた場合、県に提出した証明書及

び県より発行された決定通知書の両方が必要となりま

す。コピーをご提出ください。 

⑤ 長野県助成事業の交付決定通知書のコピー 

⑥ 戸籍謄本 ・事実婚のご夫婦  

・夫婦の住所が異なる場合 

・一般不妊治療費について、出産し、再び助成金の交付

を希望する方のみ提出が必要です。 

⑦ 死産届の写しまたは死産した子の母子健康

手帳のコピー 

一般不妊治療費について、妊娠して１２週以降に死産に

至った場合で、再び助成金の交付を希望する方のみ提出

が必要です。 

＜申請時＞ 

 書類名 説明 

①  岡谷市不妊及び不育治療費等助成事業交付申請書 

兼請求書 

申請者がご記入ください。 

②  岡谷市不妊及び不育症治療費等助成事業受診等 

証明書 

※一般不妊治療、生殖補助医療（県助成事業の 

対象にならないもの）について必要となります。 

医療機関にご記入いただきます。 

※県助成事業（先進医療）の交付を受けている 

場合は不要です。（事前協議時に提出ください） 

③  不妊及び不育症治療に要した費用に係る領収書 医療機関で発行されたものとなります。 

④  高額療養費、付加給付の給付額が分かるもの 

※決定通知書、通帳のコピー等 

医療費が高額になった場合、高額療養費やご加入

の健康保険組合等から給付を受けた場合は、治療

にかかった費用から給付額を差し引いて助成額を

決定します。 

⑤  事実婚に関する申立書  事実婚のご夫婦はご提出ください。 

★証明書に関わる費用は、自己負担となります。 

★生殖補助医療の申請は、治療終了日の翌日から起算して６か月以内、 

不育症治療の申請は、 治療終了日の翌日から９０日以内 です。 

★一般不妊治療の申請は、令和８年度中に生じた治療費は、必ず当該年度中（令和９年 3 月末日まで）

に申請してください。 

※間に合わない場合は、 

事前にご連絡ください。 

 

＜お問合せ・書類提出先＞ 

〒394-8510 岡谷市幸町 8-1  

岡谷市役所健康推進課 保健指導担当  

TEL：0266-23-4811（内線：1184） Mail：kenkou@city.okaya.lg.jp 


